
◆ 令和6年度「 スポーツ アイ ラ ン ド 沖縄」 形成に向けた付加価値構築支援補助金

【 WEBから の質問受付】 ※質問者は匿名と し て非公開と いたし ます
No 質問内容 回答

1

経費区分について、 より 詳細な参考資料などはないか。 　 応募要領以外の参考資料はないので、 応募要領P7、 P8の補助対象経費の項目に沿っ て記載するこ と 。 応募要領を
確認し ても なお不明な点がある場合は、 質問事項を整理の上、 事務局にお問い合わせいただき たい。

2

様式の作成において、 「 事業収入」 の項目は、 今回申請する事業における予測収支と いう 理解でよい
か。

　 様式４ 　 収支予算書の「 事業収入」 は、 申請時における事業期間内（ 補助事業の開始～完了まで） の収入見込み
（ 予測） を記入するこ と 。 最終的な補助額は、 事業完了後、 実績値をも っ て算出する。 なお、 応募要領のP8※にあ
ると おり 、 補助額は「 支出合計－事業実施で得ら れた収入（ 事業収入） 」 を限度額と するので留意するこ と 。

3

直接人件費には、 専従するスタ ッ フ だけでなく 兼務するスタ ッ フ も 計上し てよいか。 その場合、 従事
時間（ ○月○日の９ 時～12時の場合、 ３ 時間分） により 金額を算出し てよいか。

　 計上し てよい。 金額の算出については、 応募要領のP6「 【 留意事項】  精算根拠の提出について」 及びP7「 ７ ．
補助対象経費」 を参照するこ と 。

4

　 本社が県外にあり 、 沖縄に支社を有し ている場合で、 本社社員が来沖し て業務にあたる際の旅費
（ 交通費及び宿泊費） は事業費と し て計上し てよいか。

　 事業実施に必要であると 認めら れた場合は、 補助の対象になり 得るが、 本事業の目的や経済合理性などを踏まえ
ると 、 原則と し ては、 県内事業所（ 支社） における人員等で対応でき る計画と し て進めていただいた方が望まし
い。 こ のため、 特に本社社員の長期滞在に係る経費等は想定し ていない。

【 公募説明会】 ※質問者は匿名と し て非公開と いたし ます
No 質問内容 回答

1
説明会のアーカ イ ブの提供について 　 後日、 公募専用WEBサイ ト で公開する。

2

マッ チングを依頼し た場合のスケジュ ールについて 　 応募締切が６ 月28日と なっ ているため、 遅く と も 締切に間に合う よう に共同企業体協定書の締結が必要。 マッ チン
グには互いの役割や条件の調整などに時間を要するため、 すみやかに事前相談の予約をお願いし たい。

3

県外事業者であっ て、 県内事業者と のマッ チングができ なかっ た場合、 応募不可と なるか。 　 マッ チングによら なく ても 、 応募資格を満たし ていれば応募は可能。
　 なお、 本事業は沖縄県が執行する予算であるため、 事業は沖縄振興に資するも のと の観点から 、 県内事業者要件を
付し ている。 県外事業者が沖縄振興のために活動し てく ださ るこ と も 理解し ているが、 まずは県内事業者や県内事業
所を有する者を対象と さ せていただき たい。

4

スポーツを組み合わせたツアー商品造成において、 一般を対象にモニタ ーツアーを実施する場合、 旅
費は補助対象経費になり 得るか。

　 内容によるので確定はでき ないが、 補助対象経費になり える。
　 補足と し て、 例えば全額を負担し てし まう と 「 無償で旅行をさ せているだけ」 と 見ら れる可能性や無償で旅行でき
たこ と に満足し サービスへの適切なフ ィ ード バッ ク が得ら れない可能性も あるため、 一定の自己負担や第３ 者から 見
て公平性が保たれるよう なスキーム、 経費の支出が望まし い。

5

当法人は、 現在、 非営利団体だが、 数年後の営利団体化に向けて活動し ている。 こ の状況で応募可能
か。

　 法人と し て応募資格を満たし ていれば応募は可能である。
　 また、 実施する事業が自走化を見据えているこ と が明ら かであれば、 補助の対象と なり える。

6

スポーツの定義はあるか。 スケート ボード 、 BMXなどのアーバンスポーツも 対象になるか。 　 対象と なる。 スポーツの定義は幅広く 捉えており 、 競技スポーツ以外にも 例えば、 ウォ ーキングやサイ ク リ ングな
ど身体を動かす活動はスポーツと 捉え、 推進し ていき たいと 考えている。

※　 「 スポーツの捉え方」 については、 第２ 期沖縄県スポーツ推進計画P. 4を参照

7

応募の検討に当たっ て、 一点に特化し た事業と 網羅的な事業のいずれがよいか。 　 どちら かと いう こ と はない。 自走化が見込めるこ と 、 沖縄県に経済・ 社会的な効果が見込めるこ と 等がポイ ント に
なる。 事前相談の中で一緒に検討し ていき たい。
　 また、 新し い付加価値を生み出し ているか、 付加価値が向上し ているかも ポイ ント と なる。 既存の範囲を抜け出し
たチャ レンジに補助し たいと 考えている。

8

採択の前提条件と し て、 「 マンパワーを割ける環境」 と ある。 現状“ 量” と し ては確保し ていても
“ 質” の観点で不足し ている場合、 「 人員育成」 も 当事業の一部に加えるこ と は可能か。

　 「 何のための人材育成か」 によるが、 一般的に社員育成は会社の本来業務と 言えるので、 こ れが目的と 捉えら れる
場合、 補助の対象と みるのは困難と 考える。
　 新たにスポーツを活用し て付加価値を向上さ せる事業を実施するため、 必須の研修であると いう 説明があれば、 検
討の余地があるのではないか。

9

今後、 事業期間を複数年に拡大する予定はあるか。
（ ２ 月～６ 月に競技シーズンを迎える場合、 シーズンと 補助事業のスケジュ ールが一致し ない）

　 自治体予算は原則と し て単年度主義であり 、 現時点で複数年を対象と する計画はない。
　 ご質問だけでは、 競技シーズンと 補助事業のスケジュ ールの関係が分かり づら いため、 内容によっ ては検討でき る
可能性があるのではないか。

10

（ No. 9に追加質問）
シーズン中（ 競技会場等） に事業を実施し たいが、 シーズンと 補助事業が重なら ない場合、 補助事業
期間は開発と 位置づけ、 実施はシーズン中に自己資金を充てるいう 可能性はあるか。

　 開発段階の事業も 補助の対象になり えるが、 ご質問の場合は、 シーズン中に自己資金で事業が実施さ れるこ と が条
件と なるため、 実施でき なかっ た場合には補助の取り 消し （ 補助金の返還） と なるケースも あり える。

11

沖縄県でスポーツ教室を展開し ているフ ラ ンチャ イ ジーも 応募対象になるか。 　 応募資格を満たし ていれば可能。 既に、 FCにて事業展開し ていて価値が浸透し ている場合、 そこ をベースに新し い
価値を生み出す部分が補助対象と なり える。

12

スマホの食事記録アプリ の使用に係る月々のサブスク リ プショ ン料は補助対象経費と なるか。 　 補助事業に要する経費であれば、 リ ースや使用料と いっ た月額料金であっ ても 対象と なり う る。 問題は、 サブスク
リ プショ ンで得ら れるサービスが事業経費と みなせるかどう かである。

13
1事業者で複数の企画を申請し ても 補助対象になるのか？ 　 １ 事業者につき １ 申請を原則と する。

14

過去の採択事例やこ の補助金がき っ かけで拡大し たよう な事例があれば教えてほし い。 　 過去の事例（ 令和４ ～５ 年度） はホームページから ダウンロード でき るので参考にし てほし い。 その中で、 特に気
になる事例があれば、 事務局に問い合わせいただき たい。

15

過去の採択事例で、 採択後、 事務局による支援の結果、 ピボッ ト （ 事業転換） し たこ と はあるか。 　 事業期間中に内容を変更し た事例はないが、 事務局による支援の中で、 例えばマネタ イ ズの方法を変えたと いう よ
う なケースはある。

16

利益率や改善率の基準あるか。 収支は黒字でなければなら ないのか。 　 具体的な数値による基準はない。
　 赤字見込みの事業の場合、 補助終了後に継続でき なく なるため、 自走化と いう 点で評価でき ない可能性があるが、
成長の見込みが認めら れれば採択の可能性はある。 例えば、 企画提案書には5年計画を記載いただく ので、 1年目は補
助事業で展開、 2年目は赤字だがそれ相応の理由があり 、 3年目以降に黒字転換へ…など、 納得でき る説明があればよ
い。 また、 赤字の間の資金計画も 必要である。

17

見積書の提出について、 近年、 有効期限が短い見積書が散見し ている。 事業期間中の物価高騰も 想定
さ れるため、 精算時には不一致する可能性があるが、 どのよう に取り 扱う か。

　 提出時点で有効期限がある見積書でよい。 物価や情勢の変化など、 合理的な理由がある精算時の不一致は問題な
い。 なお、 交付決定額（ 総額） は原則追加（ 増額） でき ないため、 交付決定額の範囲でのやり く り と なる点にはご留
意いただき たい。

※　 参考（ 補助金交付要綱第６ 条第１ 項第１ 号）
　 補助対象経費の区分ごと に配分さ れた額を変更し よう と すると き は、 計画変更承認申請書を知事に提出する。 ただ
し 、 各配分額の20パーセント 以内の流用増減を除く 。 」

18

経費の内訳について、 合理的な理由があれば変更が認めら れるか。 　 認めら れる。

※　 参考（ 補助金交付要綱第６ 条第１ 項第１ 号）
　 補助対象経費の区分ごと に配分さ れた額を変更し よう と すると き は、 計画変更承認申請書を知事に提出する。 ただ
し 、 各配分額の20パーセント 以内の流用増減を除く 。 」

19

相見積の提出は必須か。 　 必須である。 発注段階において２ 者以上の見積り を徴収し 、 経済合理性を担保するこ と 。
　 なお、 企画提案書の段階では、 積算根拠と し て１ 者の見積書を添付すればよい。

20
採択後、 費用について再度計画を作り 直し た場合、 承認いただけたら 実行でよいか。 　 お見込みのと おり 。 承認後に着手と なる。

21

スポーツの領域をどこ までと 考えたら 良いか。 こ れは入ら ないと いう も のがあれば教えていただき た
い。

　 除外するも のは特にない。 また、 競技によっ て異なる判断も ない。

※　 「 スポーツの捉え方」 については、 第２ 期沖縄県スポーツ推進計画P. 4を参照

22

アーバンスポーツの中で、 種目によっ ては取り 組みづら いも のがあるのか。 例えば、 サーフ ィ ンなど
はどう か。 また、 釣り も スポーツにあたるのか。

　 アーバンスポーツの中で種目によっ て取り 組みづら いも のはない。 県の第2期スポーツ推進計画では、 競技スポーツ
にと どまら ず意思をも っ て体を動かすこ と を広く スポーツと 捉えており 、 こ れを満たすのであればフ ィ ッ シングも 該
当する。 また、 マイ ナースポーツだから 対象外と いう こ と はなく 、 あく までも 事業が自走化でき るか、 産業の拡大が
図れるかなどのポイ ント で評価する。 ただし 、 「 スポーツ（ 競技や種目） の振興」 はビジネスと 捉えづら い面がある
ため、 新し いビジネスモデルのその先にスポーツ（ 競技や種目） の振興も 含まれるこ と が望まし い。

23

事業で開発し た商品やサービスは年度内に運用し なければいけないのか。 また、 年度内でセールスで
き たら 売上は返還と なるのか。

　 必ずし も 年度内でなく てよい。
　 年度内の売上の取扱いについて、 本事業では、 事業費のう ち3分の1が自己負担と なる。 売上は自己負担に充当する
ため、 3分の1を超えない限り は補助額に影響し ない。 自己負担の3分の1を上回る場合は、 補助額が減額と なる。 つま
り 、 補助金そのも のが余剰な利益を生まない仕組みと なっ ている。

【 WEBから の質問受付】
No 質問内容 回答

1

イ ベント 事業は審査の対象と なるか。 　 提案の内容を拝見し ない限り 、 確定し たお答えはでき ないが、 本事業の目的から 、 イ ベント 事業（ イ ベント の開
催が目的と みら れる事業を含む） は補助の対象になり えない。 なお、 申請自体を妨げるも のではないので、 申請が
あっ た企画提案書は審査する。

質問回答表（ 令和6年5月日～5月24日到着分まで） 　 ※再掲載

質問回答表（ 令和6年5月25日～6月21日到着分まで）
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